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概要

本稿では，2000年代に行われた三位一体改革が，地方自治体の執り行っている様々な

公共サービスへの歳出水準や自治体間の歳出格差をどのように変化させたのかを分析す

る．分析では初めに自治体の歳出に関する意思決定行動を表すモデルを構築し，消費者

需要の推定に広く用いられているQUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System)

を適用して行動に関するパラメータの推定を行う．次に推定したパラメータを用いて，三

位一体改革が行われなかった場合に自治体が行っていたであろう歳出水準のシミュレー

ションを行う．そして最後にシミュレートした歳出水準と実際の歳出水準とを比較する

ことによって，改革が歳出水準に与える影響を分析した．

市に該当する自治体を対象にした分析から，以下が明らかになった．三位一体改革

は民生費に対する歳出水準の自治体間での格差を抑制するとともに，一人当たり歳出を

増加させた一方で，民生費以外の歳出水準に関しては自治体間の格差を拡大させ，また

商工費および土木費では一人当たり歳出を増加させたが，農林水産費，教育費では歳出

を減少させたと考えられる．したがって，歳出総額（歳入面）で見ると，先行研究と同

様に改革によって一人当たり歳出額の格差は縮小しているが，歳出面に目を向けると地

域間での一人当たり歳出格差は費目によっては拡大しており，歳入面の議論と同様に三

位一体改革が歳出面での格差を縮小したと主張することはできないと結論付けられる．

1 はじめに

わが国における代表的な政府間財政移転の仕組みには国庫支出金および地方交付税が存在

しており，地方自治体の歳入の約 3割を占めていることから公共サービス歳出行動に大きな

影響を与えている．それゆえ政府間財政移転は中央政府が地方政府の歳出政策を誘導するた

めの道具として用いられてきた．しかし，地方自治体が行う特定の歳出のうち一部を国が補

助する特定補助金である国庫支出金と使途が自由な一般補助金である地方交付税とでは自治

体に与える影響は異なるとされる．国庫支出金の多くは特定の分野に対する歳出の一定割合

を国が負担する定率補助金であり，公共サービス間の相対価格を変化させる効果を持つが，
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地方交付税にはサービス間の相対価格を変化させる効果は存在しないと考えられるからであ

る 1．

このような特徴を持った国庫支出金と地方交付税は，2004年度から 2006年度にかけて行

われた三位一体改革において，国から地方への税源移譲と同時に改革が行われた．第 2次小

泉内閣の下で行われたこの地方財政改革は，財政の分権と財政の再建の 2つを目的としてい

た．財政の分権改革に関しては，国庫補助金および国庫負担金（以降，国庫補助負担金）を

削減し，かつその財源を地方に税源移譲することで地方の財政面における自由度を高めた．

また，財政再建に関しては，地方交付税を削減することで中央政府の歳出を削減した．つま

り，国庫補助金削減と税源移譲はセットの改革であるが，地方交付税の削減は異なる目的の

改革である．しかし，両者を同時に進めることによって，省庁間や地方と中央の利害対立の

調整が行われた．そして，この一連の改革はこれまでにない規模で行われたため，前後の改

革と合算すると国庫補助負担金改革では 4.7兆円の削減，税源移譲では 3兆円の移譲，交付

税改革では 5.1兆円の抑制という結果になった．

以上の三位一体改革では，国庫補助負担金が縮減されたことで地方自治体が各公共サービ

スを提供する際に直面する費用が変化したと同時に，地方交付税および税源移譲によって自

治体の歳出規模も変化したため，歳出行動もそれに応じて変化すると経済学的には考えられ

る．また政策的にも改革の影響を分析することは重要であるため，改革期と前後して，三位

一体改革や一般財源化，税源移譲に関するシミュレーションが数多く行われている．それに

対して，三位一体改革を経済学的な視角から事後的に評価する研究は少なく，また歳入面だ

けでなく歳出面に注目した研究は少ない．しかし，中央政府と地方政府の間に存在する財政

制度を大規模に変化させた三位一体改革が自治体の行動にどのような影響を与え，また自治

体間の歳出格差をどの程度変化させたのかを分析することは，事後的に改革を評価するうえ

でも，将来の財政制度の改革や設計を考えるうえでも非常に重要であると考えられる．

したがって本稿の目的は，三位一体改革が自治体の執り行っている様々な公共サービスへ

の歳出水準をどのように変化させたのかを明らかにすることである．さらに，改革の効果が

もたらす影響は一様ではないと考えられるため，一人当たり歳出に換算した場合に自治体間

の歳出水準の格差は改革によって拡大したのか，それとも縮小したのかに関しても分析を行

う．また，本稿での分析は次のような方法で行った．まず初めに自治体の歳出配分に関する

意思決定モデルを構築する．次に歳出配分の意思決定モデルに対して消費者需要の推定で用

いられる分析の枠組みを適用し，三位一体改革期のデータを用いて自治体の意思決定に関す

るパラメータを推定する．そして推定したパラメータを用いて三位一体改革が行われなかっ

た場合に達成されるであろう各公共サービスに対する歳出水準を推計し，実際の歳出水準と

比較を行うというアプローチを採る．

1地方交付税は単なる定額一般補助金ではなく定率的であるという主張や自治体が操作可能であるという議
論が存在するが，本稿では定額一般補助金として扱う．
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構成は次のようになる．第 2節では関連する既存研究を交えて本稿の位置づけを行う．第

3節ではモデルおよび分析の枠組みを説明する．第 4節では推定方法と使用するデータにつ

いて詳述し，第 5節では推定結果について述べる．第 6節でシミュレーション方法および三

位一体改革の評価を行い，第 7節で結論を述べる．

2 本稿の位置づけ

本稿と同様に，三位一体改革が地方財政に与える効果を分析している既存研究では，改革

で行われた国庫補助負担金改革，国から地方への税源移譲および地方交付税改革によって歳

入構造がどのように変化したのかを議論しているものが多い．例えば，市町村合併と三位一

体改革を挟んだ 2002年度と 2007年度の地方税，地方交付税および国庫支出金額の変化と

その要因を分析した伊藤 (2010)，税源移譲が自治体間の税収格差に与える影響を分析した

浅羽 (2014,2015)，国庫支出金についてその性質や種類等の内訳について三位一体改革前後

の 2003年度と 2007年度で行っている鈴木 (2015)等が挙げられる．これらの研究は事後的

な観点から改革を評価する研究であるが，共通する結論として，税源移譲は自治体間の税収

格差を縮小させる効果を持っていたが，その他の改革と合わせると総合的には財源の格差が

縮小したとは言えないとされている．ただし，伊藤 (2010)によれば特に市に該当する自治

体に限ると人口当たりの財源格差は概ね是正されていると結論付けられている．

以上に挙げた研究は，事後的な観点からの分析であったが，三位一体改革期に前後して改

革のシミュレーションを行っている研究も存在する．例えば木村・吉田・橋本 (2004)では税

源移譲と地方交付税改革に関してシミュレーションを行い，自治体の財源がどのように変化

するのかを分析しており，鷲見・中村・中澤 (2004)では東北地方の自治体（中澤 (2006)で

は全国の自治体）を対象に税源移譲が財政状況に与える影響を分析している．また，吉田・

赤井 (2003)では，地方財政計画で議論される地方財政需要を吟味して具体的な地方歳出削

減を行った場合に，地方交付税および国庫支出金の削減を通じて各自治体の財政状況がどの

ように変化するのかを分析している 2．

上で列挙したこれらの既存研究ではいずれも自治体の歳入構造の変化を分析しているが，

歳出構造がどのように変化するのかに関しては分析が行われていない．しかし，地方自治体

は様々な公共サービスを執り行っており，またサービスごとに上位政府から受ける補助金の

額も異なるため，三位一体改革による歳入構造の変化は歳出構造に対しても影響を与えると

考えられる．そこで本稿では地方自治体の歳出行動をモデル化しその行動パラメータの推定

を行うことで，三位一体改革による歳入構造の変化が歳出構造をどのように変化させるのか

を分析するとともに，三位一体改革が行われなかった場合の歳出構造をシミュレートして，

2吉田・赤井 (2003)では税源移譲による交付税額の変化のシミュレーションを扱っている既存研究に関して
詳細なサーベイを行っている．
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実際の歳出構造と比較することで改革の評価を行う．次節では本稿で用いる自治体の意思決

定モデルについて説明する．

3 代表的意思決定主体モデルと需要システム

3.1 理論モデル

三位一体改革で行われた国庫補助負担金改革，税源移譲，交付税改革の効果は，自治体の

行っている公共サービスの相対価格に影響を与えると同時に歳出規模にも影響を与えたため，

改革の効果を捉えるには自治体の意思決定をモデル化したうえで分析を行う必要がある．本

稿では，自治体がどのように歳出の意思決定を行っているのかを実証的に分析するために消

費者需要システムであるQUAIDS (Quadratic AIDS, Banks et al. (1997))を用いて支出関

数の推定を行う 3．分析において QUAIDSを用いることの最も重要な利点は以下が挙げら

れる．三位一体改革が自治体の各公共サービスに対する歳出配分行動に与える影響を分析す

る際には，各サービス間での価格弾力性が関心の対象の一つとなる．なぜなら，あるサービ

スにおいて定率補助金の削減が行われ当該公共サービスの価格が上昇した場合に，その影響

は価格弾力性を通じて他の公共サービスの需要量にも影響を与えうるからである．QUAIDS

を用いた推定を行うと，このような各公共サービス間の需要に関する代替性・補完性を分析

できる．例えば民生費に対する国庫補助負担金が減少した場合（民生費の価格が上昇した場

合）に，自治体は民生費を減少させるのか，また教育費や土木費は上昇させるのかという疑

問に対して，実証的な面から検証を行うことができるということである．また，自治体の歳

出行動に関する日本の既存研究では，主に 2次型や Stone-Geary型による目的関数の特定化

が行われており，サービス間の代替性・補完性の分析が十分に行われていないため，本稿に

おける分析によって新たな知見を提供できると考えられる 4．さらに，QUAIDSで推定され

たパラメータは選好に関するものであり外生的なショックに対して変動しないと考えられる

ため，価格や環境変数の変化が自治体の歳出行動に与える影響をシミュレーションできる．

したがって三位一体改革の評価に用いることができる．以下のモデル化は，AIDSを用いて

いる Borge and Rattsø (1995)，Craig and Howard (2014)等の地方政府の歳出配分行動に

関する既存研究に従う 5．

3QUAIDSは，Deaton and Muellbauer (1980)が提案した AIDS (Almost Ideal Demand System)に支出
の 2次項を加えたより包括的な需要システムである．

4日本の地方政府に関して，一般財源化のような政府間財政移転制度の変更が地方政府歳出にもたらす影響
について，本稿と同様に代表的な意思決定主体が歳出を決定するというモデル化の下で実証分析を行っている
研究では，石・長谷川・秦・山下 (1983)，井上・林・林 (1988)，獺口 (2001)等が挙げられる．彼らの研究で
は，ある公共サービスへの定率補助金の削減が各サービスの歳出額にどの程度影響を与えるのかをシミュレー
ションしているが，目的関数を Stone-Geary型に特定化しているため，定率補助金の削減が公共サービス需要
に対して与える影響を分析することはできていない．

5AIDS による特定化を行っている同様の研究には他に Dunne and Smith (1983)，Dunne et al. (1984)，
Coyte and Landon (1990)等が挙げられる．
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自治体の政策を決定する代表的な意思決定主体が存在すると仮定し，その目的関数を

U = u (X,Y ;Z) (1)

とおく 6．ここでX = (x1, . . . , xn)
′は公共サービス量の n次元ベクトル，Y は自治体が歳

出規模，Z はその他環境変数およびコントロール変数ベクトルである（X,Y は住民一人当

たりで計測している．）．

また，地方政府の予算制約式は

n∑
i=1

(1−mi) p̂ixi = Y (2)

とする 7．ここで，p̂iは公共サービス iの価格，miは公共サービス iに対する定率補助金の

補助率である．さらに公共サービス iにおいて地方政府が直面する価格を pi = (1−mi) p̂i

とする．以上から，目的関数の最大化問題は予算制約 (2)の下でXを選択し (1)を最大化す

ることである．これを解くことで公共サービスに関する需要関数

xi = fi (p1, . . . , pn, Y ;Z) , i = 1, . . . , n (3)

を得る 8．

3.2 支出シェア関数の特定化

さらに需要関数 xiに価格 piを掛け，総歳出で割ることによって，公共サービス iに関す

る支出シェア関数 wiを定める：

wi(p1, . . . , pn, Y ;Z) =
pixi
Y

.

次に支出シェア関数 wi(i = 1, . . . , n)を以下のようにQUAIDSに特定化する：

6本稿では代表的な意思決定者が予算制約の下で自治体の目的関数を最大化しているという仮定の下で，自
治体の歳出配分行動をモデル化している．意思決定に係る政治的なプロセスを具体的にモデル化はしていない
が，意思決定者の選好は地域内の政治過程を表すような平均的な地域の選好を示していると仮定していることに
なる．このような自治体の歳出行動のモデル化は，政府の予算制約が明示的に表現できるという特長から主に
政府間財政移転制度や社会経済変数の変化が地方政府の歳出行動にもたらす影響を分析する際に用いられてき
た．実証研究には 1960，70年代頃から応用されており，初期の代表的なものとしては Gramlich (1968, 1969)，
Henderson (1968)，Gramlich and Galper (1973)など米国の地方政府に関して政府間補助金や社会経済変数が
歳出に与える影響を分析した研究が挙げられる．

7簡単化のために，政府は税率を変更できないと仮定する．実際，日本の地方自治体は税率決定における裁量
が制限されているため，地域間の税率には大きな差が存在していないことを想定している．

8定式化から明らかであるが，このモデルでは Gramlich (1968)をはじめとする研究が指摘しているフライ
ペーパー効果（定額一般補助金が自治体の歳出を刺激する効果は税収などその他の歳入が歳出を刺激する効果
よりも大きい現象）を考慮していないことに注意されたい．
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wi = αi +

n∑
j=1

γij ln pj + βi ln
Y

a(p)
+

λi

b(p)

(
ln

Y

a(p)

)2

+ η′iZi (4)

ln a(p) = α0 +
n∑

l=1

αl ln pl +
1

2

n∑
k=1

n∑
l=1

γkl ln pk ln pl (5)

b(p) =
n∏

i=1

pβi
i

ここで (α0, αi, βi, γij , λi, ηi (≡ (ηi1, . . . , ηiS)))i,j=1,...,nはパラメータ，SはZベクトルの次元

である．具体的な導出に関しては補論Aを参照されたい．

本稿では需要システムである QUAIDS を用いて需要関数（支出関数）の特定化を行っ

ているが，地方政府の歳出行動に関する既存研究の多くは目的関数を何らかの関数形に特

定化し支出関数を導出している．代表的な特定化として，2次型（Gramlich (1968, 1969)，

Gramlich and Galper (1973)，Ishi (1985)など），CES型（Levaggi (1994)，跡田・吉田・坂田

（2002），吉田（2006）など），Stone-Geary型（Inman (1971)，Ehrenberg (1973)，McGuire

(1978)，Eastwood (1978)，Johnson (1979)，Slack (1980)，Reilly (1982)，Nagamine (1995)，

Aaberge and Langørgen (2003)，Langørgen (2015)，井上・林・林（1988），土居（1996），

宮良・福重（2001），獺口（2001）鈴木（2007）など）が挙げられる．またHenderson (1968)

では導出される支出関数が線形となるような目的関数が用いられている．

4 用いるデータおよび推定手法

この節では，まず初めに分析に用いるデータについて詳述する．次に，推定モデルおよび

推定において発生すると考えられる内生性の問題とその対処方法について議論したうえで，

具体的な推定方法に関して説明を行う．

4.1 公共サービス分類および用いる変数

本稿における分析対象は，2002年度から 2006年度までの市に該当する自治体である．た

だし，政令指定都市および東京 23区，分析期間中に市町村合併に関わっている自治体は除

外している．政令指定都市および東京 23区を除外した理由は，他の都市と比較すると行政

の担当する業務の範囲が大きく異なるため，各公共サービスに対する予算配分行動も異なっ

てくると考えられるからである 9．町村部に関しても同様の理由から分析対象から除外して

9中核市や特例市に関しては政令指定都市のように教育や福祉に関する事務において教職員の任免や給与の
決定，児童相談所の設置等歳出に大きく関わってくる権限の拡大は比較的小さいと考えられるため，分析サン
プルに含めた．
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いる．さらにシミュレーションを行うために，全ての年度で観察される自治体にサンプルを

限定する 10．以上の操作の結果，各年度を総合してサンプル規模は 1810となった．

次に歳出分類および歳出データの構成手順を説明する．各自治体に関して総務省が行って

いる「地方財政状況調査」より目的別・性質別歳出データを得て，表 2のように民生費，農

林水産費，商工費，土木費，教育費，その他の 6つに公共サービス歳出を分類した．各公共

サービスの歳出額は，目的別歳出データから得られる各部門の歳出額から定率補助金，積立

金，前年度繰上充用金および災害救助費（民生費に分類）を除いた額とする 11．本稿では

（特定）定率補助金を上位政府からの国庫支出金と都道府県支出金および建設地方債と定義

した 12．また，「その他の歳出」に分類された歳出項目には公債費および災害復旧費は含ま

れていない．積立金，前年度繰上充用金および公債費を除外した理由は当該年度における公

共サービスへの歳出とは考えられないから，災害救助費（民生費に分類）および災害復旧費

を除外した理由は経常的な歳出とは考えられないからである．

次に分析で用いた社会・経済変数について説明する．公共サービスへの資金配分の意思決

定に影響すると考えられる，自治体の人口，面積および年齢構成をコントロールするために，

「住民基本台帳人口移動報告」を用いて総人口，14歳以下人口，および 65歳以上人口を求め

た．また各自治体の面積に関しては，国土交通省国土地理院が行っている「全国都道府県市

区町村別面積調」を参照した．さらにコントロール変数として用いる一人当たり税引き後所

得を以下のように構成した．まず総務省が行っている「市町村税課税状況等の調」より課税

対象所得額を求め，当該所得額から都道府県及び自治体の個人住民税を除外した上で総人口

で除した．この際，各都市の個人住民税は各都市に対応しているが，都道府県の個人住民税

は各都市で徴収される額が公表されていない．そこで，各年度の「地方財政統計年報」で公

開されている「地方税等の収入状況　都道府県別・税目別徴収実績」より，都道府県が徴収

する個人住民税の収入額を求め，各都道府県内における市町村の税収に応じてその額を按分

した．加えて，各地域の貧困度の代理変数として小林・林 (2011)で用いられている「納税義

務者比率」をコントロール変数として加えた．納税義務者比率は納税義務者数を人口で割る

ことによって得るが，納税義務者数に関しては課税対象所得額の出典と同様に「市町村税課

税状況等の調」から得ている．表 3に分析に用いる主要な変数の要約統計量を示しておく．

10この操作を行う前のサンプル規模は 1837であり，同様の推定を行った場合でも本稿における主要な推定結
果とほとんど変化はなかった．

11本稿では地方政府の資金配分行動を分析することが目的であるため，歳出には扶助費等の直接的な金銭の移
転に関する支出も含まれている．

12建設地方債を定率補助金とみなす理由は，建設地方債が国庫支出金と同様に依存財源かつ特定財源に分類さ
れるからである．同様の操作は Nagamine (1995)，土居 (2000)による分析でも行われている．
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4.2 公共サービス価格の構成

QUAIDSを推定に用いるにあたって各公共サービスの価格がデータとして必要となるが，

既存研究では主に以下の 3つの方法が用いられている 13．第 1は各サービス部門に関して

公表されている価格指数を用いる方法である．カナダにおける地方政府に関して，上位政府

による補助金制度の変更が医療や教育歳出に与える影響を分析しているCoyte and Landon

(1990)では，各サービスにおける賃金を基本として構成されている価格指数を用いている．

また，イギリスの政府部門の歳出配分行動を分析している Dunne and Pashards (1984)で

は，NIE (National Income Expenditure)で得られる Defence，Health，Educationおよび

Othersにおける投入要素の価格指数を用いている．適切な価格指数に関する統計が存在す

るのであれば最も望ましい方法であると考えられるが，日本では統計として以上のような公

共サービスの価格指数は存在しないため，本稿ではこの方法は利用できない．

第 2は，各サービス部門における中位投票者の租税負担を用いる方法である．中位投票

者定理の成立を仮定した下で地方自治体の公共サービス需要を推定している，Borcherding

and Deacon (1972)や Bergstrom and Goodman (1973)等の実証研究ではこの方法が用い

られている．中位投票者定理の下では中位投票者の選好によって自治体が行うサービスの水

準が決定される．その際に，選好された水準を実現するための住民の租税負担を考えると，

一人当たりの税負担はそのサービスに対する価格として考えることができる．しかし，日本

の自治体は様々なサービスを提供しているため投票における争点は複数となる．複数の争点

の場合，単一争点の場合に比べて均衡が存在するための条件が非常に強くなるため，中位投

票者定理は成立しない可能性が高い．さらにもし適用できたとしても，各サービスにおける

中位投票者の租税負担率が必要となるため，データを得ることが現実的に困難である．

第 3は，各部門の歳出が労働投入と比例的と仮定する方法である 14．この方法はEhrenberg

(1973)，Rattsø (1989)やAaberge and Langørgen (2003)等でも用いられているが，特に地

方政府の歳出配分に関する研究では，Borge and Rattsø (1995)やWitterblad (2008)が採用

13これら 3つの方法以外では，以下のものが挙げられる．オーストラリア・ヴィクトリア州の地方政府を分析
しているMcMillan and Amoako-Tuffour (1988)では，州政府から地方政府への財政移転が標準的な公共サー
ビス供給を目的に行われていることを利用して，各サービスへの住民一人当たり財政移転額を価格として用いて
いる．また，オーストラリアの州政府を分析したWilliams (1995)では，中央政府から地方政府に行われる財
政移転が州間での公共サービス供給費用の平準化を目的としていることを利用して，各サービスに関して各地
域における費用の全国平均からの乖離を価格として用いている．さらに日本においても類似の方法が跡田・吉
田・坂田（2002）や吉田（2006）で採用されている．彼らは各公共サービスの価格として「修正基準財政需要
額」を定義している．「修正基準財政需要額」とは，各地方公共サービス供給に関して一般財源が負担する基準財
政需要額（通常の基準財政需要額）と特定財源が負担する基準財政需要額との合計額を表す．これを価格とし
て用いる理由として，地域や都市化の程度等の要因により自治体ごとに公共サービスの価格が異なるため，基
準財政需要額算出における補正係数を用いることで価格のばらつきを捉えられるということ，また修正基準財
政需要額は各自治体において標準的な行政を実施する場合に必要となると国が想定する経費であるため，「各地
方公共財を標準的に供給する際の価格」とみなすことができることを挙げている．本稿では自治体が実際に直
面する価格が歳出配分を決定するうえで非常に重要な情報となっているため，彼らの研究のように国が想定す
る情報から価格を構成することは不適当であると考えている．

14一般に “Public Employment Approach”と呼ばれている．詳細な議論は Bahl et al. (1980)を参照された
い．
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している．本稿でもこれらの既存研究と同様にして，各公共サービス部門における価格を以

下のように求める．この方法における重要な仮定は，各サービスの供給量が労働投入によっ

て近似できることである．すなわち労働以外の投入が労働投入と比例的になるようなレオン

チェフ型の生産関数が仮定されており，サービス iの歳出を eiとおくと，以下が成立する．

ei = wagei · ni + ri · qi

= (wagei + r∗i )ni

= p∗ini (6)

ここで wageiは賃金率，rはその他要素価格，nは労働投入量，qはその他要素投入量であ

る．つまり，サービス iの歳出は単位費用 p∗i に労働投入 niを掛けたもので表現されること

になる．式 (6)の関係から，地方政府がサービス iにおいて直面する価格 piは，公共サービ

ス iに対する定率補助額Miを用いて

pi = p∗i −
Mi

ni

=

(
1− Mi

ei

)
p∗i

=
ei −Mi

ni
(7)

と表せる．式 (7)の 2行目で示されているように各サービスに関する補助率は法定補助率で

はなく，実効補助率で計測されている 15．以上から，地方自治体の直面する価格は歳出額，

定率補助金および労働投入量によって決定されることになる．

各公共サービスの価格を構成する際に用いたデータは，総務省が行っている「地方公共団

体定員管理調査」である．価格の構成手順は以下になる．地方公共団体定員管理調査の「政

令指定都市を除く市区町村データ第 2表の部門別職員数」から，普通会計に分類される民

生部門，農林水産部門，商工部門，土木部門，教育部門およびその他の部門における配置職

員数をそれぞれ求める．さらに，各サービスにおける職員数と国庫支出金および都道府県支

出金から構成した価格データを年度ごとに物価調整する必要があるため，「平成 22年基準消

費者物価指数　長期時系列データ　都市階級・地方・大都市圏・都道府県庁所在市別中分類

指数」より年度平均の指数を用いて調整を行った．価格についての要約統計量は表 3に記載

した．

15法定補助率は細かな費目毎に定められており，本稿の分析で行う公共サービスの分類では，1つのサービス
の中に複数の法定補助率を含むことになってしまうため，実効補助率を用いている．また，各市町村の歳出に対
して措置されている国庫支出金を細部まで把握できる資料は存在せず，毎年度どのような補助金が国によって
行われているのかを『補助金総覧』によって知ることができるのみである．

9



4.3 推定モデル

t期の地域 jにおける公共サービス iの歳出シェアをwijt，誤差項をuijtとおくと，式 (4)お

よび (5)から推定モデルは以下のように表せる：j = 1, 2, . . . , J ,i = 1, 2, . . . , n,t = 1, 2, . . . , T

について，

wijt = αi +

n∑
l=1

γil ln pljt + βi ln
Yjt
a∗

+ λi

(
ln

Yjt
a∗

)2

+ η′iZjt + uijt. (8)

pijt は式 (7)における各サービスの価格を年度ごとに物価調整したもの，Yjt 一人当たり総

歳出，Zjtは総人口，面積，14歳以下人口，65歳以上人口，一人当たり税引き後所得それ

ぞれに関して対数をとったものに加えて納税義務者数比率を用いる．さらに，市が上位政府

である都道府県から受ける影響をコントロールするために都道府県ダミー変数を，年度ごと

の歳出に与えるマクロ的な影響を各財についてコントロールするために年ダミー変数を Zjt

に追加した．また，推定を簡単化するために Blundell et al. (1993)に従い，理論的な価格

指数 ln ajt(p)の近似として Stone Price Index (Stone (1954)) ln a∗を，価格指数 b(p)の代

わりに 1を用いる 16．(αi, γij , βi, ηi)i,j=1,...,nは推定するべきパラメータである．

また，推定モデルを用いて支出弾力性 ϵi，非補償価格弾力性 ϵij および補償価格弾力性 ϵcij

を以下のように定義する 17:

ϵi = 1 +
βi + 2λi lnY

wi
, (9)

ϵij =
γij
wi

− (βi + 2λi lnY )

(
wj

wi

)
− δij , (10)

ϵcij = ϵij + ϵiwj . (11)

ここで δij はKronecker deltaであり，i = jならば 1，i ̸= jであれば 0をとる．具体的な導

出に関しては補論 Bに記述する．

歳出規模一定の下で，あるサービスの価格が需要に与える影響を表す非補償価格弾力性 ϵij

は，三位一体改革で行われた一般財源化の影響を分析する際に特に関心の対象となる．非補

償価格弾力性における自己価格弾力性は，ある公共サービスの定率補助金削減がそのサービ

ス自身の需要に与える影響を示し，交差価格弾力性はサービス間の定率補助金削減の影響を

示す．交差価格弾力性に関して，例えば公共サービス iと公共サービス j での弾力性 ϵij と

16Stone Price Indexは ln a∗ =
∑n

i=1 wi ln pi で表現され，AIDSにおける理論的価格指数 ln a(p)の近似と
して広く用いられている．構成から推定パラメータを含まないのでシステムが線形となり，推定における計算
が容易になる．

17支出弾力性とは，すべての財の価格を固定して総支出を 1%増加させたときに，第 i財の需要量が何%変化
するかを表す．また，第 j 財に対する第 i財の非補償価格弾力性とは，第 j 財を除くすべての財の価格と支出を
固定して j 財の価格を 1%増加させたときに，第 i財の需要量が何%変化するかを，第 j 財に対する第 i財の補
償価格弾力性とは，第 j 財を除くすべての財の価格と効用水準を固定して j 財の価格を 1%増加させたときに，
第 i財の需要量が何%変化するかを表す．
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ϵjiが異なる場合，iでの定率補助金削減が jの需要に及ぼす影響と jでの定率補助金削減が

iの需要に及ぼす影響が非対称であることになり，補助金削減によるコストの圧迫に対する

自治体の反応は，どちらの財で補助金が削減されるかによって互いに与える影響が異なるこ

とになる．また，支出弾力性 ϵiは歳出規模の変化に対する各サービスの需要の変動を示す

から，どのサービスが歳出規模に対してより弾力的であるのかを知ることができる．

次に，モデルの推定を行う上で問題となる変数の内生性について議論する．

4.4 内生性および推定方法

式 (8)を推定するうえで，公共サービス価格，税引き後所得および税義務者数比率に関し

て内生性の問題が存在すると考えられる．以下ではこれらの変数に関して存在する内生性お

よびそれに対応する操作変数の構成方法について議論する．

公共サービス価格 上で説明したように，各公共サービス価格を構成する際には，定率補助

金額を除いた自治体が負担する実質的な歳出額及び部門の職員配置数を用いることになる．

しかし，本稿では補助率として定率補助金を総歳出で割ることで得た実効補助率を用いてい

るため，分類した各部門における総歳出額に対応して定率補助金が比例的に決定されるわけ

ではない．例えば国庫支出金は事業ごとに補助率が定められているが，自治体はそれら事業

のすべてを実施する義務はないため，事業によっては行わないという選択が可能である．し

たがって，事業を実施するか否かと実効補助率が相関しており，かつ事業の実施と歳出比率

が相関している場合には欠落変数バイアスが生じてしまう．また，職員をどの部門に何人配

置するかということは自治体の意思決定問題である．以上 2点から発生する公共サービス価

格に関する内生性の問題に対処するために，本稿では以下のように操作変数を構成した．

操作変数の構成には，➀総務省が交付税額算定の際に計算している各サービス費目に対応

する基準財政需要額および，➁自治体の該当する類似団体において，当該自治体を除いた自

治体が各サービス部門に配置している職員数の平均値を用いた 18．➀を用いる理由は，基準

財政需要額は各自治体において標準的な行政を実施する場合に必要となると国が想定する経

費であり，さらに算出に用いられる補正係数は地域や都市化の程度等の要因によって異なる

と考えられる公共サービスの費用を考慮して決定されていることから，自治体にとっては外

生的に決定されていることに加えて各サービス部門における歳出額とも相関していると考え

られるからである．また➁の構成に関しては，「類似団体別市町村財政指数表」における「類

似団体区分」を用いる．類似団体区分は総務省が公表しているが，その目的は自治体が自ら

とその態様が類似している団体の財政の実態を把握し活用することであり，容易かつ客観的

に把握できる「人口」と「産業構造」に基づいて自治体の分類が行われている．各サービス

18各サービス費目における基準財政需要額の算定値に関しては，林正義教授（東京大学）より提供して頂いた．
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部門に投入している職員数はある程度自治体の人口や産業構造と関連していると考えられ

るから，各自治体は➁の方法を採ることによって各サービス部門に投入している職員数に対

して外生的に決定されかつ相関するような変数が得られると考えられる 19．以上から，公

共サービス価格 ln piに対する操作変数は ln pIVi ≡ ln (Bi/ñi)と表せる．ここで，Biは公共

サービス iに分類される基準財政需要額，ñiは自地域を除く類似団体の公共サービス部門 i

に配置される職員数の平均値 20．

税引き後所得および納税義務者数比率 自治体の政策はその地域の労働供給水準に影響を与

え，また住民および資本の移動も促す可能性があるから，「税引き後所得」や貧困度の代理変

数である「納税義務者数比率」は内生変数と考えられる．税引き後所得の操作変数として，

Borge and Rattsø (1995)では説明変数のラグを，Witterblad (2008)では住民のラグを含

む大卒割合と初産年齢の平均および説明変数のうち外生変数のラグを，Craig and Howard

(2014)では州の一人当たり自主財源額が用いられている．内生変数のラグを操作変数とし

て用いる場合には被説明変数に系列相関が存在しないことが必要であるが，既存研究ではそ

の存在が疑われている．したがって，本稿では操作変数として自治体の自主財源比率M お

よび説明変数のうち外生変数である総人口，14歳以下人口，65歳以上人口の 1期前の値を

用いる 21．自治体の自主財源比率が操作変数として適切であると考えられる理由は，自治体

が債務やその他上位政府からの財源に依存しないことは，その地域の経済活動が活発である

などの理由で相対的に所得水準が高いことと相関しており，同様に貧困率も相関していると

考えられるからである 22．

4.5 パラメータ制約

消費者需要の推定にQUAIDSを用いる場合，消費者理論の下で成立する収支均等 (adding-

up)，同次性 (homogeneity)，対称性 (Slutsky symmetry)制約をパラメータに課したうえで

推定を行うことが一般的である 23．しかし本稿のように政府の歳出に関する意思決定問題

を考える場合，地域の代表的な意思決定主体が消費者と同様の最適化を行っているとは限ら

ないため，必ずしもこれらの条件が満たされるとは限らない．Deacon (1978)は以上の問題

19自治体の職員配置の決定に，財政競争やヤードスティック競争のような相互参照構造が存在する場合には外
生変数でないが，ここではモデルの構成上そのようなメカニズムを排除している．

20価格に対する操作変数 ln pIVi の要約統計量に関しては表 3に記載．
21「自主財源比率」は，歳入総額に占める自主財源（地方税，分担金及び負担金，使用料，手数料，財産収入，

寄附金，繰入金，繰越金，諸収入）の割合で定義される．また，説明変数に含まれる「自治体の面積」は期を通
じて変化しないため除外した．

22自主財源比率M の要約統計量に関しては表 3に記載．
23収支均等であるとは，需要の総価値が支出と均等するということで，

∑n
k=1 pkxk(p1, . . . , pn, Y ;Z) = Y と

表現できる．通常，歳出比率 wi (i = 1, . . . , n)の和を取ると 1になるようにデータを構成するため収支均等制
約は満たされる．また，同次性とは需要関数が価格と所得に関して 0次同次であること，対称性とはスルツキー
方程式において価格に対する補償需要の変化が対称的であることを指す．
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意識から，地方政府の意思決定において消費者理論における同次性や対称性が成立するのか

を初めて検証した．彼の研究では，米国シアトル市の歳出に関する時系列データを用いて，

消費者需要システムとして広く利用されている Rotterdam modelをベースに推定を行って

おり，対称性に関しては成立するという帰無仮説を棄却しているが，同次性の成立は棄却さ

れないことを示している。さらに後続する既存研究でも同次性や対称性の検定が行われてお

り，これらのうち両者を棄却している，もしくは対称性を棄却している研究として，米国イ

リノイ州の地方政府を扱ったGrosskopf and Hayes (1983)，英国政府部門を扱ったDunne,

Pashardes and Smith (1984)（静学モデルのみ），オーストラリアヴィクトリア州の地方政

府を扱ったMcMillan and Amoako-Tuffour (1988)，ノルウェーの地方政府を扱った Borge

and Rattsø (1995)，スウェーデンの地方政府を扱ったWitterblad (2008)等が挙げられる 24．

一方で同次性および対称性が棄却されていない既存研究も存在しており，オーストラリア，

ポルトガル，スウェーデン，英国の政府部門を分析したDunne and Smith (1983)，英国政

府部門を分析したPitarakis and Tridimas (1999)やTridimas (1999)等が挙げられる 25．以

上のように既存研究では同時性および対称性が満たされるかどうかについて統一的な見解は

得られていないため，実証的に検証する問題であると言える．したがって以下では，本稿の

シミュレーションに用いる推定モデルに課すべき制約の選択を行う．

QUAIDSのパラメータに対する制約として，消費者理論の下で成立する収支均等 (adding-

up)，同次性 (homogeneity)，対称性 (Slutsky symmetry)の条件は以下のように表現でき

る 26：

∀(p1, . . . , pn, Y, Z)

n∑
k=1

αk = 1,

n∑
k=1

βk = 0,

n∑
k=1

ηk = 0,

n∑
k=1

γik = 0,

n∑
k=1

λk = 0, γij = γji, i, j = 1, . . . , n.

さらに，同次性および対称性制約
∑n

k=1 γik = 0, γij = γjiに関しては検定を行うことが可能

であるため，以下の手順に従ってモデルの選択を行った．始めに式 8に対して収支均等制約

を課した上で，4.4節で議論した操作変数を利用して efficient GMM (Generalized Method

of Moments, or 3SLS)による推定を行う．次に推定したモデルにおいて操作変数が適切か

どうかを確認するために過剰識別制約検定（Hansen J-test）を行ったところ，概ね操作変

数の有効性が担保された 27．推定モデルが支持されたため，推定したパラメータを用いて同

時性及び対称性制約が満たされるかどうか検定を行った．同次性が成立するという帰無仮説

に関して検定を行ったところカイ二乗値（自由度 5）が 5.64，p値が 0.343となり，帰無仮

説を棄却しなかった．さらに，同時性及び対称性が成立するという帰無仮説の検定を行った

24収支均等および対称性が成立すれば同時性が成立するという関係が成立する．
25分析手法は異なるが，DeBoer (1986)は地方政府のデータを用いた分析から消費者効用最大化のフレーム

ワークの適用可能性に肯定的な結論を出している．
26パラメータ制約の導出に関しては補論 Cを参照されたい．
27検定の結果については表 6を参照．
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ところ，カイ二乗値（自由度 15）が 24.85，p値が 0.052より，5%水準で帰無仮説が棄却さ

れることはなかった 28．以上から，本稿の推定モデルにおいて同時性および対称性が満たさ

れることが確かめられたため，QUAIDSに同次性および対称性制約を課したうえで推定を

行った結果を以下の分析に用いる 29．

5 推定結果

上で行った議論から，三位一体改革を行わなかった場合のシミュレーションに用いる推定

モデルは，式 (8)に対して収支均等，同次性および対称性制約を課すものとする．そのうえ

で，内生変数と考えられる公共サービス価格，税引き後所得および納税義務者数比率に対し

て，上で定義した操作変数を利用して 2-step GMM (Generalized Method of Moments)に

よる推定を行う．推定結果は表 4である．パラメータに制約を課したことによって，最初の

5つのサービスに関する支出関数の推定結果となっている．さらにこの推定値を用いて計算

した支出弾力性 ϵi，非補償価格弾力性 ϵij および補償価格弾力性 ϵcij は表 5になる．

まず，表 4の見方について説明する．表の列に記載した変数は推定モデル式 (8)の各パラ

メータの推定値を示しており，例えば定数は αi，ln(Y/P )は βi，ln p1は γi1の推定値とな

る．したがって，表各列に示された自治体の歳出項目 iごとに推定式におけるパラメータの

推定値が表示されることになる．また，係数の下には各推定値の標準誤差を記載している．

次に，非補償および補償価格弾力性に関する表 5の見方について説明する．左端の列に記

載されている公共サービス名はその価格，1行目に記載されている公共サービス名は需要す

る財である．例えば，非補償価格弾力性の表において 1行 5列目に 0.54と記載されている

が，これは他のサービスの価格および総歳出を固定したうえで民生サービスの価格が 1%上

昇すると教育サービスの需要量が 0.54%増加するということである．支出弾力性については

教育サービスが最も弾力性が高く，続いて民生サービスが高い一方で，商工や土木，農林水

産サービスは弾力性が 1より小さいという結果が得られた．さらに非補償価格弾力性にお

ける自己価格弾力性は，民生，教育およびその他のサービスでは負であり，絶対値で見ると

教育サービス (-2.02)が最も値が大きかった．一方，農林水産，商工および土木では正であ

り，特に商工サービス (1.15)で最も弾力性が大きかった．また，補償価格弾力性における自

己価格弾力性の値も非補償価格弾力性のそれと概ね同様の傾向を示している．ノルウェーの

地方政府を分析したBorge and Rattsø (1995)は推定した非補償価格弾力性を米国における

既存研究と比較しており，米国での結果が-0.2から-0.4であるのに対しノルウェーでの結果
28補論 Cにおけるパラメータ制約の議論から，収支均等および対称性が成立すれば同時性が成立するという

関係が成立する．したがって，同次性の成立および同次性および対称性の成立の 2つの検定を行った．
29Blundell et al. (1993)によれば，QUAIDSにおいて積分可能性が満たされるためにはさらに lnYjt/Pjt と

(lnYjt/Pjt)
2 のパラメータ βj と λj が比例的である必要がある（βj = aλj , a は定数）．そこで，同次性およ

び対称性を課して推定したモデルに対して全ての式において βj/λj が等しいという帰無仮説を検定したところ，
カイ二乗値（自由度 5）が 8.04，p値が 0.1541より，棄却されなかったため積分可能性が支持された．
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が-0.66から-1.11とより大きい弾力性を持っている理由を以下のように説明している：米国

の地方政府はサービス価格の上昇に対して予算を増加させて対応する傾向があるが，ノル

ウェーの地方政府は予算額が外生的に中央によって決定されるために，総額を保ちつつ調整

を行うことで自己価格弾力性が高くなる．本稿での非補償自己価格弾力性のうち，民生，教

育およびその他のサービスは単一国家であるノルウェーにおける結果と類似しており，日本

においても予算額が中央によって決定される側面が強いことを反映した結果であると考えら

れる．一方で，農林水産，商工および土木サービスは弾力性が正の値を取っており，米国や

ノルウェーにおける結果とは一致しない．この理由として，推計している弾力性はサンプル

の平均値で点推定している値であるが，弾力性の推定量が統計的に有意であるかは検証して

いない．したがって，本稿で計算した結果は誤ったものになっている可能性がある 30．また

交差価格弾力性に関しては，多くの項目で自己価格弾力性と比較すると絶対値として低い値

となっているが，このような傾向は Borge and Rattsø (1995)やWitterblad (2008)におい

ても観察されている．

支出弾力性の表の括弧内に記載されている値は，弾力性の推定値が 1であるという帰無仮

説の下での t値を示している．また非補償および補償価格弾力性の表括弧内に記載されてい

る値は，弾力性の推定値が 0であるという帰無仮説の下での t値を示している．支出弾力性

については農林水産，その他を除くすべてのサービスで帰無仮説が 5%有意水準で棄却され

ている．つまり，データの平均値で評価したときに，民生，農林水産，土木，教育およびそ

の他のサービスは正常財，商工費は劣等財であり，さらに農林水産および土木は正常財，民

生，教育およびその他は奢侈財であると解釈できる 31．非補償および補償自己価格弾力性

における t値は民生，教育およびその他のサービスで絶対値として高い値を取っており弾力

性が 0であることを有意に棄却している．また，非補償交差価格弾力性では民生と教育（教

育サービス価格に対する民生 (0.43)，民生サービス価格に対する教育 (0.54)），商工と土木

（土木サービスに対する商工 (1.94)，商工サービスに対する土木 (0.34)）にそれぞれ代替関

係が観察されたが，その他の多くの費目に関しては概ね補完関係が観察された．次節では，

推定結果をもとに三位一体改革の政策評価を行う．

6 三位一体改革の評価

この節では，前節で推定した自治体の意思決定に関わるパラメータを用いて，三位一体改

革が自治体の公共サービス歳出に与えた影響を分析する．初めに三位一体改革で行われた制

30溝渕・谷崎 (2007)では AIDSにおける弾力性の推定に関して，ブートストラップ法を用いることにより弾
力性の有意性を検証している．本稿においても同様の操作を行うことで弾力性が推定できるが，ここでは次の
課題としたい．

31ϵi > 0は正常財，ϵi < 0は劣等財．さらに正常財のうち 0 < ϵi < 1であれば必需財，ϵi > 1であれば奢侈
財となる．
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度変更および本稿での評価方法について議論し，そのうえでデータの加工方法について説明

する．最後に評価の結果とその考察について述べる．

6.1 三位一体改革の評価方法

本稿では 2002年を基準年，2006年を比較年度とし，三位一体改革の「芽出し」として

2003年度に行われた改革を含めた 2003年度から 2006年度の改革を評価対象として分析を

行う．評価に際しての手順の概要は次のようになる．始めに，三位一体改革が行われなかっ

た場合に自治体が直面していると考えられる，国庫補助負担金の補助率，税収額，地方交付

税額を自治体の決算統計を用いて計算する．次にそのデータを前節で推定したモデルに当て

はめることによって，三位一体改革が行われなかった場合に自治体が各公共サービスに対し

て行う歳出額を推計し，実際に行われた歳出額と比較することによって改革の効果を分析す

る．以下では，国庫補助負担金改革，税源移譲および地方交付税改革の各項目に関して，比

較を行う際に用いる決算額の計算方法および本稿における計算の限界について詳述する．

国庫補助負担金改革 改革が行われなかった場合の国庫補助負担金の補助率に関しては，基

準年とした 2002年度における各公共サービス費目の実効補助率を用いる．したがって，推

定で用いたデータにおいて各自治体が 2002年度に直面していた実効補助率をそのまま用い

ることになる．また，改革が行われた場合の補助率は 2006年度のものを用いる．

税源移譲 三位一体改革期において市町村に対して行われた税源移譲は，主に 3つ存在す

る．1つ目は，地方道路譲与税の国県道分と市町村道分の配分割合の変更，2つ目は自動車

重量譲与税の譲与割合の引き上げ，3つ目は所得税（国税）から個人住民税（地方税）への

税源移譲である．地方道路譲与税の国県道分と市町村道分の配分割合変更および自動車重量

譲与税の譲与割合引き上げは，市町村道に係る国庫補助負担金の削減に対する財源措置とし

て 2003年度から行われ，前者では都道府県・政令指定都市に対する譲与割合が 43/100から

58/100に引き上げられ（その他の市町村に対する譲与割合は 57/100から 42/100に引き下

げられた），後者では地方政府に対する譲与割合が 1/4から 1/3に引き上げられた．また，

所得税から個人住民税への税源移譲は 2004年度から行われ，2006年度には最終的に総額約

3兆円の税源移譲が行われた．この税源移譲は，所得税と個人住民税の税率構造を変更する

ことで所得税の 3兆円減収と同時に個人住民税を 3兆円の増収とする税制の変更である．ポ

イントは，個人住民税の 10%比例税率化であり，従前の累進課税構造から所得に関わらず同

率の課税を行う構造に変更された．個人住民税の税率変更のイメージは図 1のようになる．

以上の 3つの税源移譲を改革の期間中に行われた税源移譲額として計算を行うのだが，本

稿では三位一体改革の区切りとされた 2006年度を比較年度としている点に留意する必要が
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ある．所得税から個人住民税への税源移譲に関して実際に移譲が実施されたのは 2007年度

からであり，2004年度から 2006年度までは暫定的な措置として所得税収の一部を「所得譲

与税」との名目で使途の自由な一般財源という形で市町村に譲与していた．所得譲与税の市

町村に対する譲与額は，実際に税源が移譲された場合の税収額と近い額になるように考慮し

て配分が行われているが，あくまで税収の見込額に過ぎず税源移譲後の正確な税収額ではな

い．しかし，国勢調査による人口規模に応じて配分された 2004年度と 2005年度とは異な

り，2006年度における譲与税の配分方式は➀改革後に税源移譲によって生じる税収増の見込

み額および➁2005年度に譲与された所得譲与税額の 2つに基づいて配分が行われているた

め，実際に税源移譲が行われた場合の税収を計算するうえで十分合理的な額であると考えら

れる 32．以上から，本稿では 2006年度における税収と譲与税額の和から 2006年度の所得

譲与税を引き，さらに地方道路譲与税に 57/42，自動車重量譲与税に 3/4をかけることで，

改革が行われなかった場合の税収と譲与税額の和を求める 33．また，改革後の税収と譲与税

額の和は 2006年度のデータをそのまま用いる．

地方交付税改革 改革が行われなかった場合の交付税額に関しては，以下のように計算す

る．普通交付税額については，2002年度における基準財政需要額と 2006年度における基準

財政収入額に関して所得譲与税および自動車重量譲与税の増加分，地方道路譲与税の減少分

を調整した額の差をとることで求める．基準財政収入額を算定する際には，税収や地方特例

交付金等は算入率が 75%であるのに対して，譲与税に関しては算入率が 100%である 34．ま

た，基準財政収入額の算定において譲与税は前年度の譲与実績額が用いられるため，2005年

度における地方道路譲与税額および自動車重量譲与税額を用いる．所得譲与税に関しては移

譲額が拡大されていることと，2006年度における移譲額は 2005年度の額を基礎として算定

されていることから 2006年度の値を用いる．特別交付税に関しては，2006年度における実

績額をそのまま算定に用いる．以上のように算定した値を用いる上で留意するべき点は 2点

322004年度および 2005年度の所得譲与税による税源移譲額は，直近に行われた国勢調査（2000年）の人口
規模を基準として譲与している．しかし，2006年度における譲与基準は 2007年度以降の個人住民税における税
源移譲の姿との「橋渡し役」的な位置づけとして，単に人口を基準として譲与するのではなく，➀各団体の最終
的な税源移譲による税収増の見込み，➁2005年度に譲与された所得譲与税の金額の両者を踏まえて譲与する仕
組みとなった．すなわち各自治体の 2006年度における所得譲与税額は以下のように決定された．初めに 2005
年に譲与された所得譲与税額と同額を各団体に配分し，次に 2006年度における所得譲与税総額からその配分額
の総和を控除した額を各団体ごとの「税源移譲見込額」に基づいて按分する．この「税源移譲見込額」は，2005
年度の市町村税課税状況調査に基づく個人住民税の課税所得段階ごとの納税義務者数を用いて計算した税源移
譲前後での個人住民税収の差額である．さらに，この差額が負になる場合は「税源移譲見込額」がゼロとされ
たため，税源移譲の結果税収が減少するような市町村に関しては 2005 年度の所得譲与税の譲与額がそのまま
2006年度の譲与額とされている（黒田 (2007 )，p.122）．したがって，税源移譲によって税収が減少する自治
体は予想される税収よりも多く譲与税を得ている一方で，税収が増加する自治体はその分を負担しているため，
得られる譲与税が少なくなっている点に注意されたい．

33本稿で分析する対象からは政令指定都市が除外されているため，地方道路譲与税に関する操作は一律に行っ
て問題ない．

34補助金削減額と税源移譲額の差が地域間の格差を拡大させる可能性があるため，所得譲与税は普通交付税の
算定において基準財政収入額への参入割合を 75%から 100%とする改正が 2005年度より実施された．
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存在する．1点目は 2002年度の基準財政需要額を用いることによる誤差である．基準財政

需要額の算定において用いられる測定単位には直近の国勢調査等から得られた人口等が用い

られるが，2002年度と 2006年度では算定に用いられている国勢調査の年が異なる（例えば

人口に関しては，2002年度では 2000年の国勢調査，2006年度では 2005年の国勢調査（速

報値）が用いられている）．したがって，改革が行われなかった場合の 2006年における基

準財政需要としては計算に誤差が存在している．2点目は，譲与税に関してである．基準財

政収入額の計算において譲与税は 100%算入されるため，実際に自治体の税収となった場合

の基準財政収入額とは異なり，交付税額にも影響を与えてしまう．前述のとおり本稿では，

2006年度を比較年度としているため，実際に税源移譲が行われた後の税収ではなく所得譲

与税による配分が行われている時点での評価を行っている．したがって上述の点は改革が行

われなかった場合の交付税額に影響を与えることはないが，実際に税源が移譲された時点で

の評価を行う場合には影響するため考慮する必要がある．

また，各自治体における普通交付税額は，一旦計算した「（振替前）基準財政需要額」か

ら臨時財政対策債発行可能額を差し引いて算出した基準財政需要額と基準財政収入額の差

として計算される．したがって，改革が行われなかった場合の臨時財政対策債発行額として

2002年度の額を用いることが適切であるように思われるが，臨時財政対策債の元利償還金

が基準財政需要額に算入され毎年度蓄積していくこと，臨時財政対策債は自治体によっては

臨時財政対策債発行可能額上限まで発行していないこと等，データの調整が実質的に困難で

ある．したがって，本稿では 2006年度の臨時財政対策債発行額を改革が行われなかった場

合のそれとして用いる 35．

6.2 定式化とデータの処理

以上から三位一体改革が行われなかった場合に自治体が直面する予算制約を定式化する．

自治体の歳出規模を Y，税収を T，譲与税収を I，普通交付税を U1，特別交付税を U2，臨

時財政対策債を含む赤字地方債をB，その他の歳入をW と置くと，三位一体改革が行われ

た場合（実際）の 2006年度における予算制約は式 (2)を用いて，

n∑
i=1

(1−mi) p̂ixi = Y

= T + I + U1 + U2 +B +W (12)

と置ける．また，2006年度の所得譲与税を I1，自動車重量譲与税を I2，地方道路譲与税を

I3，その他の譲与税を I4と定め，I = I1 + I2 + I3 + I4とする．同様に三位一体改革が行

35臨時財政対策債の元利償還金が基準財政需要額に算入される点は，本稿での普通交付税額算出に対しても影
響を与えていることに注意されたい．
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われなかった場合の 2006年度における予算制約は，

n∑
i=1

(
1−m′

i

)
p̂ixi = Y ′

= T +

(
3

4
I2 +

57

42
I3 + I4

)
+ Usim + U2 +B +W (13)

と書ける．ここでm′
iは 2002年度における各公共サービスの実効補助率．また，2002年度

の基準財政需要額を J02，2006年度の基準財政収入額を S06とすると，改革が行われなかっ

た場合の基準財政収入額は S06 − I1 − 1
4I

2
05 +

15
42I

3
05と書くことができるから，計算される普

通交付税額 Usimは

Usim =

J02 −
(
S06 − I1 − 1

4I
2
05 +

15
42I

3
05

)
if Usim > 0

0 otherwise
(14)

と書くことができる．I2および I3の添字 05は 2005年度の値であることを示す．以上から，

式 (12)，(13)より

Y ′ = Y − I1 − 1
4I

2 + 15
42I

3 +
(
Usim − U1

)
(15)

となる 36．

上で計算した式 (14)および (15)を利用して，三位一体改革が行われなかった場合の各公

共サービスにおける歳出割合を計算する．まず初めに推定したパラメータを式 (8)に代入し，

各式の残差 ûij を求める．次に改革が行われなかった場合の実効補助率m′
ij を用いて価格指

数 a∗sim,j を構成する．最後に式 (8)において実効補助率m′
ij，歳出総額 Y ′

j を一人当たり換

算した値，価格指数 a∗sim,j および残差 ûij を対応する項に代入することで歳出割合を求める

ことができる．

6.3 歳出シミュレーションおよび結果の比較

上述の手順で計算したm′と一人当たりに換算した Y ′の要約統計量を表 7に記載した．ま

た，図 2および図 4では実際の実効補助率mと一人当たり歳出規模 Y との比較として x軸

方向にm(Y )，y軸方向にm′(Y ′)を取ってプロットしている．図 2からは三位一体改革を

行ったことによって一人当たり歳出規模が増加するのか減少するのかは一概には言えない

が，実際の一人当たり歳出額の平均値が 229.74（千円），シミュレーションした額が 224.04

36改革が行わなかった場合の歳出規模 Y ′ の計算においては，もともと Y から除外されている積立金，前年
度繰上充用金および災害救助費（民生費に分類）に関しては改革の影響から独立していると暗黙的に仮定して
いることに注意されたい．
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（千円）より若干の増加傾向がみられる．また，図 4を見ると，民生費では三位一体改革に

よって実効補助率が低下する傾向が観察されるが，民生費以外の費目に関しては改革によっ

て実効補助率が低下するような傾向は観察されない 37．

次に三位一体改革が行われなかった場合の自治体の歳出パターンに関してシミュレーショ

ンを行い，実際に行われた歳出パターンと比較することで，三位一体改革が各公共サービス

への歳出額の差や自治体の歳出に関する分布にどのような影響を与えたのかを分析する．初

めに，改革が行われなかった場合における各公共サービス一人当たり歳出額と，実際に行わ

れた一人当たり歳出額との比較を行う．改革が行われた場合とそうでない場合で各公共サー

ビスの一人当たり歳出格差がどの程度異なるのかを観察するために，一人当たり歳出額の変

動係数を構成した 38．各サービスにおける変動係数の値は表 8に示されている．結果から，

民生費では三位一体改革によって変動係数が低下（0.63から 0.21）している一方で，民生費

以外の費目に関しては変動係数が上昇しており，三位一体改革によって地域間での一人当た

り歳出額のばらつきが拡大していることが読み取れる．また，改革が行われた時とそうでな

いときで一人当たり歳出額がどの程度異なるのかを分析するために，改革が行われなかった

場合の一人当たり歳出額と実際の一人当たり歳出額の差を計算した．その結果の要約統計量

は表 9である．さらに図 5には歳出変化額の分布をヒストグラムとして表現した．表から平

均値で見ると民生費，商工費および土木費では三位一体改革によって一人当たり歳出が増加

している（民生費 42.10，商工費 95.69，土木費 160.53；単位は千円）が，農林水産費，教

育費およびその他では一人当たり歳出が減少している（農林水産費-23.63，教育費-109.61，

その他-170.78；単位は千円）．さらにヒストグラムからは平均だけでなく全ての自治体に関

して歳出の変化は正か負どちらか一方向に決まっていることが分かる．

以上から，三位一体改革は民生費に対する歳出水準の自治体間での格差を抑制するととも

に一人当たり歳出を増加させた一方で，民生費以外の歳出水準に関しては自治体間の格差を

拡大させ，商工費および土木費では一人当たり歳出を増加させたが農林水産費，教育費およ

びその他では減少させたと考えられる．歳出総額（歳入面）で見ると，図 2や図 3からは三

位一体改革によって一人当たり歳出額の格差は縮小しており，伊藤 (2010)の結論とも整合

的である．しかし，歳出面に目を向けると地域間での一人当たり歳出格差は費目によっては

拡大しており，歳入面の議論と同様に三位一体改革が歳出面での格差を縮小したと主張する

37この原因は 2つ考えられる．1つ目は，三位一体改革の国庫補助負担金改革において市町村が大きく影響を
受けた費目の多くは民生費に分類されていることである．表 1は平成元年度以降に一般財源化された 100億円
規模以上の主な国庫負担事業を示しているが，市町村の民生費に分類される事業での負担金の振り替え額が大
きい一方で，その他の費目に関してはそれほど大規模に負担金の削減が行われていないため，民生費以外の費
目に関しては改革後に実効補助率が低下するような傾向は観察されないと考えられる．2つ目はデータの構成に
おいて特定定率補助金を「上位政府からの国庫支出金と都道府県支出金および建設地方債」と定義しているこ
とである．本稿のモデルでは年度ごとに自治体が短期的に意思決定を行うと仮定しているが，建設地方債に関
しては自治体は通時的な観点から発行の意思決定を行うはずであり，毎年度の発行額は大きく変動する．した
がって建設地方債が充てられる費目に関して，実効補助率に大きなばらつきが観察されると考えられる．

38求めたm′ と Y ′ を用いてシミュレートした歳出比率の値には 0から 1の間に収まらないものが存在したた
め，相対的な値の散らばりを観察するために変動係数を用いて実際の一人当たり歳出額と比較している．
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ことはできないと考えられる．ただ，本稿では分析対象を市町村合併に関与しなかった市に

該当する自治体に限定しているため，その他の自治体では結果が異なってくる可能性がある

ことに注意されたい．

7 おわりに

本稿では三位一体改革が地方自治体の財政状況に与える影響を，歳入だけでなく様々な公

共サービス歳出に関しても分析を行い，以下の結論を得た．歳入に関しては本稿で取り上げ

た既存研究と同様に，三位一体改革によって一人当たり歳出額の格差は縮小していると考え

られる．しかし歳出に関しては，三位一体改革は民生費に対する歳出水準の自治体間での格

差を抑制するとともに一人当たり歳出を増加させた一方で，民生費以外の歳出水準に関して

は自治体間の格差を拡大させ，商工費および土木費では一人当たり歳出を増加させたが農林

水産費，教育費およびその他では減少させたことが明らかになった．

また，分析手法における本稿の貢献としては以下が挙げられる．1点目は，日本において

政府歳出行動を分析した既存研究で用いられてきた目的関数と比較すると，よりデータの変

動を捉えることができるフレキシブルな関数形を用いているということ．2点目は，これま

で (QU)AIDSを政府の歳出行動に適用してきた既存研究では，公共サービスの価格を構成

する際に生じる内生性の問題を十分に解決できていなかったが，本稿では外生性を担保して

いると考えられる適切な操作変数を構築した上で推定を行っていることである．

しかし，本稿の分析上の問題点として残されたものには以下が存在する．三位一体改革を

行わない場合の歳出比率を計算する際に，シミュレーションした一部の値が 0から 1の間に

収まっていない．この問題に対処するためには，溝渕・谷崎 (2007)が行っている AIDSの

弾力性の推定手法を応用することで，歳出比率の計算においてブートストラップを用いた誤

差項のサンプリングを行い，歳出比率の分布が 0から 1に収まるように推定することが望ま

しいと考えられる．この点は今後の課題としたい．
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補論A：QUAIDSシェア関数の導出

本稿のQUAIDS特定化におけるシェア関数wi(p1, . . . , pn, Y )の導出を確認する．QUAIDS

の間接効用関数 V (p1, . . . , pn, Y )は次のようになる：

V (p1, . . . , pn, Y ) =

[{
lnY − ln a(p1, . . . , pn)

b(p1, . . . , pn)

}−1

+ λ(p1, . . . , pn)

]−1

(16)

ln a(p1, . . . , pn) = α0 +

n∑
l=1

αl ln pl +
1

2

n∑
k=1

n∑
l=1

γ∗kl ln pk ln pl (17)

b(p1, . . . , pn) = β0

n∏
l=1

(pl)
βl (18)

λ(p1, . . . , pn) =

n∑
l=1

λl ln pl. (19)

ここで α0, αl, β0, βl, λlおよび γ∗klは未知パラメータである．環境変数およびコントロール

変数の導入に関してはBorge and Rattsø (1995)やCraig and Howard (2014)で行われてい

る方法に従っており，価格や所得弾力性に影響を与えないと仮定しているためここでは除外

して考えても問題はない．

支出比率形式の非補償需要関数wi(p1, . . . , pn, Y )は上の間接効用関数に対してロアの恒等

式 xi(p1, . . . , pn, Y ) = − ∂V
∂pi

/∂V
∂Y を利用することで次のように表される (xi(p1, . . . , pn, Y )は

非補償需要関数)：

wi(p1, . . . , pn, Y ) = −pi
∂V

∂pi
/Y

∂V

∂Y

= − ∂V

∂ ln pi
/

∂V

∂ lnY
. (20)

さらに ∂V
∂ ln pi

および ∂V
∂ lnY はそれぞれ以下のように表される：

∂V

∂ ln pi
= A−2

[
B−2

{
−1

b

∂ ln a(p1, . . . , pn;Z)

∂ ln pi
− lnY − ln a

b2
∂b(p1, . . . , pn;Z)

∂ ln b

∂ ln b(p1, . . . , pn;Z)

∂ ln pi

}
+

∂λ

∂ ln pi

]
(21)

= A−2

[
B−2

{
−1

b

{
αi +

1

2

n∑
l=1

(γ∗il + γ∗li) ln pl

}
− lnY − ln a

b2
· b · βi

}
+ λi

]

= A−2

[
B−2

{
−1

b

{
αi +

n∑
l=1

1

2
(γ∗il + γ∗li) ln pl + βi ln

Y

a(p1, . . . , pn;Z)

}}
+ λi

]
(22)
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∂V

∂ lnY
= A−2B−2 1

b
. (23)

ここで A =

[{
lnY−ln a(p1,...,pn)

b(p1,...,pn)

}−1
+ λ(p1, . . . , pn)

]
, B = lnY−ln a(p1,...,pn)

b(p1,...,pn)
．以上 (22)およ

び (23)式を (20)式に代入しさらに γil = 1
2 (γ

∗
il + γ∗li)，とすることで支出シェア関数を得

る 39：

wi(p1, . . . , pn, Y ;Z) = αi +

n∑
l=1

γil ln pl + βi ln
Y

a(p)
+

λi

b(p)

[
ln

Y

a(p)

]2
, i = 1, . . . , n

ln a(p1, . . . , pn) = α0 +

n∑
l=1

αl ln pl +
1

2

n∑
k=1

n∑
l=1

γkl ln pk ln pl

b(p1, . . . , pn) =
n∏

i=1

pβi
i .

補論B：弾力性の導出

この節ではQUAIDSの推定モデルを示した際に定義した，支出弾力性 ϵi，非補償価格弾

力性 ϵij および補償価格弾力性 ϵcij の導出について詳述する．

支出弾力性: 支出シェア wi =
pixi

Y = pifi
Y の両辺で自然対数をとると，

ln fi = lnY + lnwi − ln pi (24)

より，

ϵi =
∂ ln fi(p1, . . . , pn, Y )

∂ lnY

= 1 +
∂ ln fi
∂wi

∂wi

∂ lnY
.

ここで ∂ ln fi
∂wi

= 1
wi
かつ式 (4)から

∂wi

∂ lnY
= βi + 2

λi

b(p)
lnY

を求めることで，

39 1
2

∑n
k=1

∑n
l=1 γkl ln pk ln pl =

1
2

∑n
k=1

∑n
l=1 γ

∗
kl ln pk ln pl を用いている．
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ϵi = 1 +
1

wi

(
βi + 2λi lnY

)
を得る 40．

非補償価格弾力性: 式 (24)を用いて弾力性の定義を書き換える：

ϵij =
∂ ln fi(p1, . . . , pn, Y )

∂ ln pj

=
∂ ln fi
∂ lnwi

∂wi

∂ ln pj
− ∂ ln pi

∂ ln pj

=
1

wi

∂wi

∂ ln pj
− δij . (25)

また式 (4)より，

∂wi

∂ ln pj
= γij − βi

∂ ln a(p)

∂ ln pj
− 2λi lnY (26)

さらに式 (5)を用いて，

∂ ln a(p)

∂ ln pj
= αj +

1

2

n∑
l=1

γjl ln pl +
1

2

n∑
k=1

γkj ln pk

= αj +
1

2

n∑
k=1

(γjk + γkj) ln pk (27)

以上 (25)(26)(27)より，

ϵij =
γij
wi

− βi + 2λi lnY

wi

[
αj +

1

2

n∑
k=1

(γjk + γkj) ln pk

]
− δij

=
γij
wi

− βi + 2λi lnY

wi
wj − δij .

補償価格弾力性: ヒックスの需要関数を h(p, u)と置くと，ϵcij は以下のように定義される：

ϵcij =
∂ lnhi(p, u)

∂ ln pj
.

40推定の際に b(p) = 1としていることに注意．
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ここで，スルツキ―方程式

∂fi(p, Y )

∂pj
=

∂hi(p, u)

∂pj
− fj

∂fi(p, Y )

∂Y

は支出シェアおよび弾力性を用いて，

ϵij = ϵcij − ϵiwj

と書き換えられることから求めるべきものを得る．

補論C：パラメータの制約および制約の妥当性

パラメータの制約

消費者理論の下で成立する，収支均等 (adding-up)，同次性 (homogeneity)，対称性 (Slut-

sky symmetry)の 3つに関して本稿のモデルに即して確認する．

収支均等: 　収支均等であるとは，需要の総価値が支出と均等するということで，

n∑
k=1

pkxk(p1, . . . , pn, Y ;Z) = Y

と表現できる．この式を両辺 Y で割るとシェア関数での条件
∑n

k=1wk(p1, . . . , pn, Y ;Z) = 1

を得る．

したがって，(4)および (5)において収支均等が成立するのは，以下のパラメータ条件を

満たしていることである：

∀(p1, . . . , pn, Y, Z)

n∑
k=1

αk = 1,

n∑
k=1

βk = 0,

n∑
k=1

ηk = 0,

n∑
k=1

γik = 0,

n∑
k=1

λk = 0, j = 1, . . . , n.

同次性: 　同次性とは，非補償需要関数 xi(p1, . . . , pn, Y ;Z)が価格と支出に関して 0次同次

であるということで，任意のλ > 0関してxi(λp1, . . . , λpn, λY ;Z) = xi(p1, . . . , pn, Y ;Z) i =

1, . . . , nと表現できる．シェア関数で表現すれば，

wi(λp1, . . . , λpn, λY ;Z) = wi(p1, . . . , pn, Y ;Z), i = 1, . . . , n.
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したがって，(4)および (5)において同次性が成立するのは，以下のパラメータ条件を満た

していることである：

∀(p1, . . . , pn, Y, Z)

n∑
k=1

αk = 1,

n∑
k=1

βk = 0,

n∑
k=1

λk = 0,

n∑
i=1

γij = 0,

n∑
j=1

γij = 0, i, j = 1, . . . , n.

対称性: 　対称性とは，スルツキー方程式 ∂xi(p,Y )
∂pj

= ∂hi(p,u)
∂pj

−xj
∂xi(p,Y )

∂Y において ∂hi(p,u)
∂pj

=
∂hj(p,u)

∂pi
, i, j = 1, . . . , nが成立する（代替効果が対照的）ことであるから，

∂xi(p, Y )

∂pj
+ xj

∂xi(p, Y )

∂Y
=

∂xj(p, Y )

∂pi
+ xi

∂xj(p, Y )

∂Y
(28)

となる．支出シェア関数の表現 wi =
pixi

Y , i = 1, . . . , nを用いると，以下のように表現で

きる：

∂xi(p, Y )

∂pj
+ xj

∂xi(p, Y )

∂Y
=

∂

∂pj

(
Y wi(p1, . . . , pn, Y ;Z)

pi

)
+

Y wj

pj

∂

∂Y

(
Y wi(p1, . . . , pn, Y ;Z)

pi

)
=

∂

∂pi

(
Y wj(p1, . . . , pn, Y ;Z)

pj

)
+

Y wi

pi

∂

∂Y

(
Y wj(p1, . . . , pn, Y ;Z)

pj

)
=

∂xj(p, Y )

∂pi
+ xi

∂xj(p, Y )

∂Y
.

いま (28)左辺に含まれる ∂
∂pj

(
Y wi(p1,...,pn,Y ;Z)

pi

)
および ∂

∂Y

(
Y wi(p1,...,pn,Y ;Z)

pi

)
はそれぞれ，

∂

∂pj

(
Y wi(p1, . . . , pn, Y ;Z)

pi

)
=

Y

pipj

{
γij −

(
βi + 2λi lnY

) [(
αj
0 + αj′Z

)
+

n∑
l=1

γjl ln pl

]
− δijwi

}

∂

∂Y

(
Y wi(p1, . . . , pn, Y ;Z)

pi

)
=

wi

pi
+

Y

pi
(βi + 2λi lnY )

1

Y

より，

LHS =
Y

pipj

{
γij − (βi + 2λi lnY )

[
αj +

n∑
l=1

γjl ln pl

]
− δijwi + wiwj + wj (βi + 2λi lnY )

}

=
Y

pipj

{
γij + wiwj − δijwi + (βi + 2λi lnY )

{
wj −

[
αj +

n∑
l=1

γjl ln pl

]}}

=
Y

pipj

{
γij + wiwj − δijwi + (βi + 2λi lnY ) (βj + 2λj lnY ) ln

Y

P

}
.
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同様に右辺を計算すると，

RHS =
Y

pipj

{
γji + wiwj − δijwi + (βi + 2λi lnY ) (βj + 2λj lnY ) ln

Y

P

}
.

したがって (28)の右辺と左辺が等しくなる条件は，

∀(p1, . . . , pn, Y, Z) γij = γji, i, j = 1, . . . , n.

以上，収支均等，同次性，対称性の条件をまとめると，パラメータ制約は次のようになる：

∀(p1, . . . , pn, Y, Z)
n∑

k=1

αk = 1,
n∑

k=1

βk = 0,
n∑

k=1

ηk = 0,
n∑

k=1

γik = 0,
n∑

k=1

λk = 0, γij = γji, i, j = 1, . . . , n.

また，収支均等および対称性が成立すれば同時性が成立することが分かる．
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図 1: 個人住民税の 10%比例税率化のイメージ

注：総務省ウェブページより出典

図 2: 実際の一人当たり歳出額とシミュレーションした一人当たり歳出額との比較
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図 3: 実際の一人当たり歳出額とシミュレーションした一人当たり歳出額の分布比較
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図 4: 実際の実効補助率と改革を行わなかった場合の実効補助率
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図 5: 三位一体改革による歳出変化額の分布
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表 1: 平成元年度以降一般財源化された主な事業（100億円以上のもの）
単位： 億円

省庁名 項目 影響額 年度 省庁名 項目 影響額 年度

文科省

義務教育国庫負担金　（恩給
費）

223 平元

厚労省

在宅福祉事業費補助金 125 平 17

（追加費用等） 1235 平 4-5 （介護予防・地域支え合い事
業（緊急通報体制等整備事業
等），生活支援ハウス等）

（共済長期給付及び公務災害
補償基金負担金に要する経費）

2082 平 15 地域介護・福祉空間整備等施
設整備交付金（都道府県交付
金）

389 平 18

（退職手当及び児童手当） 2201 平 16 軽費老人ホーム事務費補助金 167 平 16

公立養護学校教育費国庫負担
金

養護老人ホーム等保護費負担
金

567 平 17

（共済長期給付及び公務災害
補償基金負担金に要する経費）

102 平 15 介護保険事務費交付金 305 平 17

（退職手当及び児童手当） 108 平 16 子宮頸がん等ワクチン接種緊
急促進臨時特例交付金

522 平 25

公立学校等施設整備費補助金 170 平 18 妊婦健康診査臨時特例交付金 364 平 25

（うち不適格改築（耐震力不
足建物，全面改築または適正
は配置のための改築を除く））

農水省 協同農業普及事業交付金（職
員設置費の一部）

167 平 18

要保護及準要保護児童生徒援
助費補助金

134 平 17 経産省 小規模事業指導費補助金（商
工会・商工会議所の経営指導
員等分）

400 平 5-7

（準要保護児童生徒に対する
援助分）

（中企庁） 小規模企業等活性化補助金 155 平 18

厚労省

療養給付費等負担金（国保事
務費（人件費等））

984 平 4-6 国交省 公営住宅家賃対策等補助

保健所運営費交付金 289 平 2-6 （公営住宅家賃収入補助） 320 平 17

市町村保健活動費交付金 138 平 6 （公営住宅家賃収入補助，公
営住宅法に基づく国庫負担分，
旧公営住宅法に基づく家賃対
策補助分，特定借上買取賃貸
住宅分，特定目的借上公共賃
貸住宅分）

940 平 18

児童保護費等負担金（公立保
育所運営費）

1661 平 16

保健事業費等負担金（健康教
育費及び健康診査費のがん検
診関係費分）

184 平 10
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表 2: 公共サービスの分類
サービス分類 目的別歳出

1. 民生サービス 民生費

2. 農林水産サービス 農林水産費

3. 商工サービス 商工費

4. 土木サービス 土木費

5. 教育サービス 教育費

6. その他サービス その他目的別歳出
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表 4: 同時性および対称性を課したモデルでのパラメータの推定結果
歳出比率

変数 民生費 農林水産費 商工費 土木費 教育費

ln p1 0.0323

(0.0224)

ln p2 -0.0315*** 0.0344***

(0.00750) (0.00480)

ln p3 -0.0477*** -0.00703 0.0678***

(0.0180) (0.00740) (0.0219)

ln p4 -0.0463*** -0.0133* 0.0541*** 0.162***

(0.0162) (0.00680) (0.0153) (0.0177)

ln p5 0.112*** -0.00349 -0.0297* -0.00836 -0.133***

(0.0168) (0.00784) (0.0154) (0.0148) (0.0260)

ln p6 -0.0184 0.0210** -0.0374 -0.148*** 0.0626***

(0.0213) (0.00985) (0.0234) (0.0201) (0.0231)

ln Y
P 0.0352 -0.0701 -0.698** -0.499** 0.925***

(0.284) (0.107) (0.283) (0.241) (0.250)(
ln Y

P

)2
-0.000480 -0.00618 -0.0658** -0.0377 0.0809***

(0.0275) (0.0105) (0.0273) (0.0235) (0.0246)

ln(人口) -0.0903* -0.0235 0.102** 0.0471 0.113**

(0.0490) (0.0210) (0.0473) (0.0448) (0.0561)

ln(面積) -0.0241*** 0.0090*** 0.0055*** 0.0108*** 0.0017

(0.00181) (0.000812) (0.00147) (0.00162) (0.00218)

ln(14歳以下人口) 0.0627* 0.0170 -0.0959*** -0.0733** 0.0598*

(0.0328) (0.0133) (0.0324) (0.0291) (0.0323)

ln(65歳以上人口) 0.0694*** 0.00213 -0.0221 -0.0102 -0.155***

(0.0227) (0.0103) (0.0224) (0.0211) (0.0293)

税引後所得 -0.173*** -0.0394** 0.0234 -0.00678 0.151***

(0.0415) (0.0191) (0.0377) (0.0379) (0.0503)

課税対象人口割合 0.642* -0.0280 -0.794** 0.141 -0.454

(0.377) (0.156) (0.384) (0.341) (0.374)

定数 1.356* 0.200 -1.819** -1.314* 1.466*

(0.807) (0.316) (0.807) (0.699) (0.748)

都道府県ダミー Yes Yes Yes Yes Yes

年ダミー Yes Yes Yes Yes Yes

観測数 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810

括弧内は標準誤差．

∗∗∗1%水準で有意；∗∗5%水準で有意；∗10%水準で有意
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表 5: 弾力性推計結果
支出弾力性

民生費 農林水産費 商工費 土木費 教育費 その他
1.16 0.66 -0.52 0.25 1.86 1.05

(2.21) (-1.26) (-2.80) (-8.66) (7.45) (0.81)

非補償価格弾力性
民生費 農林水産費 商工費 土木費 教育費 その他

価格

民生費 -0.91 -1.10 -1.10 -0.09 0.54 -0.06

(-11.59) (-4.42) (-2.35) (-1.05) (5.42) (1.25)

農林水産費 -0.13 0.30 -0.18 -0.06 -0.05 0.05

(-4.19) (1.59) (-0.74) (-1.42) (-0.85) (1.99)

商工費 -0.20 -0.25 1.15 0.34 -0.23 -0.10

(-2.61) (-0.87) (1.63) (3.66) (-2.12) (-1.55)

土木費 -0.21 -0.44 1.94 0.08 -0.20 -0.40

(-2.91) (-1.61) (3.59) (0.70) (-1.88) (-6.64)

教育費 0.43 -0.08 -0.70 0.06 -2.02 0.16

(5.81) (-0.26) (-1.37) (0.66) (-10.84) (2.37)

その他 -0.13 0.91 -0.59 -0.59 0.10 -0.70

(-1.79) (2.82) (-0.98) (-5.79) (0.73) (-7.80)

補償価格弾力性
民生費 農林水産費 商工費 土木費 教育費 その他

価格

民生費 -0.62 -0.93 -1.23 -0.02 1.00 0.20

(-6.77) (-3.26) (-2.17) (-0.25) (8.69) (3.44)

農林水産費 -0.10 0.31 -0.19 -0.05 0.00 0.08

(-3.26) (1.72) (-0.82) (-1.26) (0.06) (3.09)

商工費 -0.16 -0.23 1.14 0.35 -0.17 -0.07

(-2.17) (-0.82) (1.64) (3.83) (-1.59) (-1.06)

土木費 -0.02 -0.327 1.85 0.12 0.11 -0.23

(-0.25) (-1.26) (3.83) (1.16) (1.12) (-4.13)

教育費 0.60 0.02 -0.77 0.10 -1.75 0.32

(8.69) (0.06) (-1.59) (1.12) (-9.77) (5.04)

その他 0.30 1.16 -0.79 -0.50 0.80 -0.30

(3.44) (3.09) (-1.06) (-4.13) (5.04) (-2.89)

注：弾力性は各変数の平均値で評価している．また，支出弾力性の表での括弧内は弾力性が 1であ

るという帰無仮説の下での t値，非補償および補償価格弾力性の表での括弧内は弾力性が 0である

という帰無仮説の下での t値を示す．
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表 6: 特定化に関する検定
民生費 農林水産費 商工費 土木費 教育費

操作変数が全て有意でないという 22.77∗∗∗ 17.32∗∗∗ 90.02∗∗∗ 11.28∗∗∗ 4.87∗∗∗

帰無仮説の下で F検定の結果 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

過剰識別制約検定 (Hansen j-test)における 24.14∗∗∗ 3.72 7.72∗∗ 1.36 0.36

カイ二乗検定の結果 (d.f. = 2) 0.0000 0.1554 0.0210 0.5074 0.8364

上段は F 値およびカイ二乗値を，下段は p 値を表示している．

∗∗∗1%水準で有意；∗∗5%水準で有意

表 7: 改革が行われなかった場合の一人当たり歳出規模および実効補助率
観測数 平均 標準偏差

一人当たり歳出規模 362 229.74 48.84

実効補助率 観測数 平均 標準偏差

民生費 362 0.1366 0.0533

農林水産費 362 0.0196 0.0380

商工費 362 0.0028 0.0093

土木費 362 0.0786 0.0555

教育費 362 0.02961 0.0332

その他 362 0.0448 0.0468

表 8: 一人当たり歳出の変動係数（絶対値）比較
一人当たり歳出 民生費 農林水産費 商工費 土木費 教育費 その他

改革を行った場合 0.21 1.04 1.12 0.49 0.26 0.25

改革を行わなかった場合 0.63 0.38 0.29 0.20 0.20 0.17

表 9: 三位一体改革による歳出変化額（実際の一人当たり歳出額から改革が行われなかった
場合の一人当たり歳出額を引いた値）
歳出変化額（千円） 観測数 平均 標準偏差

民生費 362 42.10 10.23

農林水産費 362 -23.63 6.52

商工費 362 95.69 22.44

土木費 362 160.53 30.45

教育費 362 -109.61 27.54

その他 362 -170.78 29.64
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